
①寄付

②寄付を証明する書類

確定申告を行う場合（原則）

寄付先市区町村

住所地市区町村

④´寄付をした翌年度分の
住民税から控除（減額）

③´申告情報の共有

④寄付をした年分の
所得税から控除（還付など）

③確定申告

証明書添付

寄付者

住所地の所轄税務署

ワンストップ特例が適用される場合

寄付者

①寄付
②ワンストップ特例の申請

寄付先市区町村

住所地市区町村

④寄付をした翌年度分の
住民税から控除（減額）

③寄付の情報の通知
「申告特例通知書」の送付

確定申告が不要な
給与所得者等が対象

確定申告を行わない場合

５団体以内のふるさと納税の場合で、


